
「ちば地域リハ・パートナー」制度実施要領 
 
１ 目的 

本制度は、「千葉県地域リハビリテーション支援体制整備推進事業実施要綱」（以下「要綱」

という。）に基づき各二次保健医療圏に設置する地域リハビリテーション広域支援センター

（以下「広域支援センター」という。）の支援機能を補完する機関として「ちば地域リハ・パ

ートナー」（以下「パートナー」という。）を指定し、当該広域支援センターと連携すること

により、圏域内外における地域リハビリテーション支援体制の構築に寄与することを目的と

する。 
 
２ 指定要件 

  次の各号のいずれかに該当し、地域リハビリテーションの理念に十分な理解を持ち、広域

支援センターからの人的協力等の要請に応じる意思のある機関とする。 
（１）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等が在籍する施設（病院・診療所、介護老人保

健施設、訪問看護ステーション等） 
（２）一又は複数の市町村の圏域において、その活動を通じて、地域リハビリテーションに関

する社会資源やニーズ等地域の状況に精通している団体（市町村社会福祉協議会、NPO、

職能団体等） 
 
３ 指定 

（１）パートナーとして指定を希望する機関は、別紙様式１「ちば地域リハ・パートナー指定

申請書」を県に提出するものとする。 
（２）県は、申請書の内容について審査し、適当と認めたときは、申請機関に対しパートナー

として指定する旨の公文書を交付する。 
 
４ 変更の報告 

  パートナーは、申請書の内容（「貴施設・団体で地域支援として取組中の事業」を除く。） 

に変更が生じた場合は、別紙様式２「ちば地域リハ・パートナー活動報告書」により報告す 
るものとする。 

なお、年度途中に生じた変更については、広域支援センター及び県宛て電子メール又は書

面で報告するものとする。 

 

５ 指定の取消 

  県は、パートナーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは指定を取り消すものと 

する。 

（１）２の指定要件を満たしていないと認められ、かつ指定を取り消すことが適当と認められ 

る場合 

（２）別紙様式２「ちば地域リハ・パートナー活動報告書」の「３ 今後の活動の意向」で「指 

定辞退」があったものと見なし、かつ指定を取り消すことが適当と認められる場合 

（３）その他指定を取り消すことが適当と認められる場合 
  
６ 協力要請等 

（１）県は、３により指定したパートナーの情報について一覧を作成し、各広域支援センター



及び千葉県リハビリテーション支援センターへ提供するとともに、県ホームページ等へ掲

載するものとする。 
 （２）広域支援センターは、要綱に基づく事業等の実施に当たり必要な場合（広域支援セン

ターが他の関係機関から協力要請を受けた場合を含む。）は、パートナーに対し職員の派遣

等の協力を要請することができる。 
（３）パートナーは、広域支援センターから要請があった場合は、可能な範囲でこれに協力す

るものとする。 
 
７ 費用負担 

（１）県は、パートナーに対し、指定に係る対価の支払は行わないものとする。 
（２）６の（２）の職員派遣等に要する費用については、原則として当該事業の主催者が負担

するものとし、パートナーと主催者が直接協議の上決定するものとする。 
 
８ 会議等の開催 

  広域支援センターは、パートナーとの連携・調整のための会議を開催するとともに、適宜

研修等を実施し、パートナーの活動支援に努めるものとする。 

 

９ ロゴマークの使用等 

（１）パートナーは、当該施設内への表示又は当該機関の発行する印刷物もしくはホームペー

ジへの掲載等により、パートナーである旨を周知することができるほか、当該パートナー

が作成する名刺、印刷物、掲示物及びデジタルコンテンツ等において、別記「ちば地域リ

ハ・パートナーロゴマーク」（以下「ロゴマーク」という。）を使用することができる。 
なお、ロゴマークは、「ちば地域リハ・パートナー」制度の推進を目的として作成したも

のであり、使用者はこの目的に沿ってロゴマークを使用するものとし、営利目的での使用

は認めない。 
（２）ロゴマークを使用するときは、使用媒体の種類・内容並びに作成部数等について県に申

し出るものとする。 
（３）県は、（２）の申出があったときは、パートナーに対しロゴマークの印刷用データを送付

するものとする。 
（４）ロゴマークの使用にあたっては、本要領及び「千葉県マスコットキャラクター「チーバ

くん」デザイン等使用取扱要領」に基づく遵守事項等を遵守しなければならない。 
 
10 報告等 

（１）パートナーは、前年度の活動結果等について、別紙様式２「ちば地域リハ・パートナー

活動報告書」により、毎年４月３０日までに所在する圏域の広域支援センター（パートナ

ーが県内全域を所管する機関である場合は、県）に報告するものとする。 
（２）広域支援センターは、（１）についてとりまとめの上、県が別途定める期限までに県へ提

出するものとする。 
 
11 事務局 

  本事業の事務局を県健康福祉部健康づくり支援課内に置く。 
 
 



12 その他 

  本要領に定めのない事項については、県が別に定める。 
 
附 則 
 本要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則 
 本要領は、令和元年９月１日から施行する。 
附 則 
 本要領は、令和３年９月２日から施行する。 
附 則 
 本要領は、令和４年３月２日から施行する。 
 
（別記）   ちば地域リハ・パートナー ロゴマーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



別紙様式１ 
ちば地域リハ・パートナー指定申請書 

令和  年  月  日 
 千葉県知事           様 
 

所 在 地   

機 関 名   

申請者名※1  

 
「ちば地域リハ・パートナー制度」実施要領３（１）の規定により、ちば地域リハ・パートナ

ーとして指定を受けたいので申請します。 
機関の種別 

（いずれかに○） 
病院・診療所  介護老人保健施設  訪問看護ステーション 
社会福祉協議会  職能団体  その他（           ） 

協力可能なスタッフ 
医師（   名） PT（   名） OT（   名） ST（   名） 
看護師（   名）その他（職種及び人数            ） 

協
力
可
能
な
内
容
（
該
当
に
○
） 

※実際の依頼内容は広域支援センターの事業計画に基づき調整があります。また、広域支 
援センターが主催する地域リハ・パートナーとの意見交換会等へも参加いただきます。 

人
的
協
力 

 広域支援センター主催の研修・イベント等への講師派遣 
（派遣可能な職種                      ） 

 広域支援センター主催の研修・イベント等へのスタッフの派遣 
 市町村事業（介護予防事業・地域ケア会議等）へのリハ職の派遣 
 リハビリに関する相談事業への協力 

そ
の
他
の
協
力 

 研修等の会場の提供（名称         収容     名） 
 広域支援センター主催の研修・イベント等の周知広報 
 その他 （具体的な協力内容） 

貴施設・団体で地域

支援として取組中の

事業があれば簡単に

記載してください 

連携・

協力先 
独自事業  市町村  広域支援センター  社協  
その他（                       ） 

内 容 例：各種会議出席、研修講師派遣、市民講座、配食サービス等 

連絡先 

担当者  

電話※2  FAX  

E-mail※3  
県（及び広域支援センタ－）ホームページへの掲載 

（機関名・所在地・連絡先℡） 
可 ・ 不可 

以上の内容は、該当圏域の広域支援センター及び千葉県リハビリテーション支援センター(広
域支援センターへ助言する役割を持つ機関)へ情報提供しますので、承知の上申請してください。 
※1：申請者名には、施設長や院長など貴機関の代表者名を記載してください。 
※2：日中連絡可能な電話番号を記載してください。 
※3：主たる連絡手段として電子メールを使用しますので、記載をお願いします。 



 



 


